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Press Release 

 

Tomisato City 
富 里 市 

 令和８年１月１９日に高市首相が衆議院の解散を表明し、１月２７日公示・    

２月８日投開票として、選挙の日程が示されたことから、衆議院議員総選挙及び

最高裁判所裁判官国民審査に緊急に対応するため、当該選挙等の執行経費に 

関し、別紙のとおり令和７年度富里市一般会計補正予算（第６号）を専決処分   

しました。 

                        

令和８年１月２１日 

成田空港記者会 各位 

各 報 道 機 関 御中 

 

一般会計補正予算（第６号）の専決処分 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 
担 当 選挙管理委員会 
担当者 森、島﨑 
電 話 ０４７６－９３－１１１３【直通】 
ＦＡＸ ０４７６－９３－９９５４ 
メール senkyo＠city.tomisato.lg.jp 
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令 和 ７ 年 度 

補 正 予 算 の 概 要 

（一般会計補正予算（第６号）） 

 

富里市 
会計予算規模                                              (単位:千円) 

会    計 既 定 額 補 正 額 計 

一 般 会 計  （第６号） 19,802,582 21,323 19,823,905 

 

主な基金の現在高見込額                                        (単位:円) 

基 金 名 
令 和 ７ 年 度 

補 正 予 算 前 

現 在 高 

補 正 予 算 

（ 第 ６ 号 ） 

補 正 予 算 後 

現 在 高 見 込 額 

財 政 調 整 基 金 
基 金 積 立 金 

1,543,781,352 
－ 

1,543,776,352 基 金 繰 入 金 

（ 取 崩 し ） 
5,000 

減 債 基 金 
基 金 積 立 金 

402,021,000 
－ 

402,021,000 基 金 繰 入 金 

（ 取 崩 し ） 
－ 
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一般会計補正予算 （ 第 ６ 号 ） 
に 係 る 歳 入 歳 出 内 訳 

 

（歳 入）    （単位：千円） 

款 既 定 額 補 正 額 計 

17. 県支出金  1,765,072 21,318 1,786,390 

20. 繰入金  1,159,546 5 1,159,551 

補正されなかった款に係る額 16,877,964 0 16,877,964 

歳     入     合     計 19,802,582 21,323 19,823,905 

 

 

（歳 出）    （単位：千円） 

款 既 定 額 補 正 額 計 

 2. 総務費  3,266,314 21,323 3,287,637 

補正されなかった款に係る額 16,536,268 0 16,536,268 

歳     出     合     計 19,802,582 21,323 19,823,905 
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令 和 ７ 年 度 

一般会計補正予算（第６号） 

に 係 る 事 業 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

総務建設常任委員会所管分  

 

 



－6－ 

 

(総務建設常任委員会) 

一般会計 補正事業                                          (単位:千円) 

NO 
個票

頁 
課等名 

予算

書頁 
区分 予算書事業名称 既定額 補正額 合計 

1 7 選挙管理委員会 14 新規 衆議院議員選挙事業 0 21,323 21,323 

 

【 区分欄の表記について 】 

※ 新規については、本補正予算で新たに予算計上した事業となります。 

   



《事業名》

《財　　源　　内　　訳》

区 分 名 称 等 金 額
（参考）
補助率

5千円

21,318千円

選挙費 4 目 衆議院議員選挙費

21,323千円

【事業の内容】
　衆議院議員選挙の管理執行を行うものです。

【補正の理由】
　衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に関し、１月２７日公示・２月
８日投開票として、１月１９日に日程が示されたことから、緊急に対応するため、
当該選挙等の執行経費に関し、必要な経費を補正するものです。

【補正の内容】
　(1)報酬（委員会会議報酬・非常勤特別職(投票立会人等)報酬）  1,608千円
　(2)職員手当等  　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,186千円
　(3)報償費（投票箱送致謝礼ほか）             　　　　　      　65千円
　(4)旅費（委員費用弁償・非常勤特別職(投票立会人等)費用弁償)   170千円
　(5)需用費（選挙啓発品ほか）　　　　　　　　　　　　　　　　1,118千円
　(6)役務費（投票所入場整理券郵送料・選挙機器調整手数料ほか）4,348千円
　(7)委託料（ポスター掲示場設置撤去・投票事務従事者派遣ほか）5,177千円
  (8)備品購入費（投票用紙読取分類機ほか）　　　　　　　　　　2,651千円
   合  計　　                  　   　　   　  　　　　　   21,323千円

10/10衆議院議員選挙執行委託金

補正額 既定額 合計

2 款 総務費 4 項

0千円21,323千円

説明書のページ 14 部課等名 選挙管理委員会

衆議院議員選挙事業

委 託 金

一 般 財 源
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個票については、下記条件を基本に作成しています。  

 

〇一般会計 

①当初予算で主要事業として選別した事業 

②当初予算に計上していない新規事業 

③一定金額(50万円以上)かつ一定割合(事業費の 5％以上)を超えて増減した事業 

④上記以外で各課において必要と認めた事業 

ただし、上記条件のいずれかに該当したとしても、職員人件費の補正については対象として 

いません。 

 

〇各特別会計 

会計自体の目的が定まっていることから個別に調書を作成することがそぐわない場合が多い 

ため、担当課の判断で作成する事業を選定しています。 

 





 

 



 
















